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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

確 定 給 付 企 業 年 金 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 二

号 ） 第 四 十 三 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 予 定 利 率 の 下 限 は 、 計 算 基

準 日 （ 同 令 第 四 十 九 条 及 び 第 五 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 計 算 基 準 日

を い う 。 ） の 属 す る 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 率 と し 、 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 死 亡 率 は 、 男 子 に あ っ

て は 別 表 第 一 に 定 め る 率 、 女 子 に あ っ て は 別 表 第 二 に 定 め る 率 と す

る 。 

一 ～ 二 十 二 （ 略 ） 

二 十 三 令 和 六 年 度 年 率 〇 ・ 一 パ ー セ ン ト 

確 定 給 付 企 業 年 金 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 二 十 二

号 ） 第 四 十 三 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 予 定 利 率 の 下 限 は 、 計 算 基

準 日 （ 同 令 第 四 十 九 条 及 び 第 五 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 計 算 基 準 日

を い う 。 ） の 属 す る 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 度 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 率 と し 、 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 死 亡 率 は 、 男 子 に あ っ

て は 別 表 第 一 に 定 め る 率 、 女 子 に あ っ て は 別 表 第 二 に 定 め る 率 と す

る 。 

一 ～ 二 十 二 （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 


